
   東京外国語大学学部通則  

 

平成 24 年 3 月 27 日 

規 則 第 1 9 号 

 

        改正    平成 27 年 1 月 14 日言語文化学部規則第 1 号 平成 27 年 1 月 14 日国際社会学部規則第 1 号 

平成 28 年 3 月 12 日言語文化学部規則第 1 号 平成 28 年 3 月 12 日国際社会学部規則第 1 号 

平成 28 年 7 月 20 日言語文化学部規則第 5 号 平成 28 年 7 月 20 日国際社会学部規則第 5 号 

              平成 31 年 3 月 19 日規則第 46 号 令和 4 年 11 月 16 日言語文化学部規則第 2 号 

              令和 4 年 11 月 16 日国際社会学部規則第 2 号 令和 4 年 11 月 16 日国際日本学部規則第 3 号 

 

 （趣旨）  

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学組織規則第１５条第４項の規定に基づ

き、言語文化学部、国際社会学部及び国際日本学部（以下「学部」という。）において

必要な事項を定めるものとする。  

 （履修手続）  

第２条 授業科目の履修にあたっては、学期ごとに所定期間に履修手続を行うものとする。  

２ 同一学期の同一時限に２科目以上の履修手続きを行った場合は、当該科目全てを無効

とすることがある。  

 （定期試験、臨時試験及び追試験）  

第３条 定期試験は、各学期末に行う。ただし、集中講義の試験は、集中講義終了時に行

う。 

２ 定期試験は、レポート等により代えることができる。  

３ 定期試験の日時、時間割その他必要な事項については、別に定める。  

４ 授業担当教員が教育上必要と認めるときは、臨時に試験を行うことができる。  

５ 病気・事故等特別の事情により定期試験を受けることができなかった者に追試験を行

うことがある。  

 （不正行為）  

第４条 前条に規定する試験において不正行為を行ったと認められる者については、同一

学期又はその年度に受験した全ての科目の成績を不合格とする。  

２ 前項のほか、国立大学法人東京外国語大学学則（以下「学則」という。）第４７条に

定める懲戒を行うことがある。  

 （単位の認定）  

第５条 第３条に規定する試験の成績、学修状況その他学修の成果等を総合判定し、合格

した者には、所定の単位を与える。  

２ 単位認定の時期は､学期末、学年末及び集中講義終了時とする｡ 

３ 単位認定の通知は、原則として秋学期開始前後又は学年末に行う。ただし、学部長が

必要と認めるときは、この期間以外にも通知することがある。  

４ 点数により評価された成績の評語及び合否は、次表に掲げるとおりとする。  

 



評語 成績  合否 

Ｓ １００点～９０点   

 

 

 

合格 

Ａ＋ ８９点～８７点  

Ａ ８６点～８３点  

Ａ－ ８２点～８０点  

Ｂ＋ ７９点～７７点  

Ｂ ７６点～７３点  

Ｂ－ ７２点～７０点  

Ｃ＋ ６９点～６７点  

Ｃ ６６点～６３点  

Ｃ－ ６２点～６０点  

Ｆ ５９点～ ０点 不合格 

５ 前号の規定にかかわらず、学則第３３条から第３６条の規定に基づき認定される単位

は、「認」と表記する。 

６ 既修得単位の取り消し及び評語の更新は、行わない。  

７ 成績の評価に関する必要な事項は、別に定める。  

８ 特別聴講学生の単位認定その他必要な事項については、別に定める。  

 （授業時間）  

第６条 授業時間は、次表のとおりとする。  

第１時限  第２時限  第３時限  第４時限  第５時限  第６時限  第７時限  

8:30 

～ 

10:00 

10:10 

～ 

11:40 

12:40 

～ 

14:10 

14:20 

～ 

15:50 

16:00 

～ 

17:30 

17:40 

～ 

19:10 

19：20 

～ 

20:50 

２ 集中講義及び補講の授業時間は、そのつど定める。  

 （卒業の期日）  

第７条 卒業の期日は、春学期の始めに入学した者は３月末日、秋学期の始めに入学した
 者は９月末日とする。 
２ 前項にかかわらず、修業年限を超えて在籍し学則第４４条に定める卒業の要件を満た

した者は、春学期の始めに入学した者は９月末日、秋学期の始めに入学した者は３月末
日を卒業の期日とすることができる。  

 （規程の改正）  

第８条 この規程の改正は、学部教授会のそれぞれにおいて出席者の３分の２以上の同意

 を得なければならない。  

   附 則 

 この通則は、平成２４年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この通則は、平成２７年１月１４日から施行する。  

   附 則 

１ この通則は、平成２８年４月１日から施行する。  

２ 改正後の規定にかかわらず、平成２８年３月３１日に在学する学生に係る成績の評語

 及び合否は、なお従前の例による。  

   附 則 

 この通則は、平成２８年７月２０日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。  

   附 則 

 この通則は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則 

この通則は、令和４年１１月１６日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。  


